
令和 6 年度 

令和 6年 4月 1日以降に出生したお子さまの 1 か月児健康診査について 

※1か月児健康診査当日に、越谷市に住民票のないお子さまは対象外となります。 

※対象となる健康診査：原則出生後 27日を超え（28日以上）、生後 6週未満に医療機関等で受診した 1か月児健康

診査であり、必要事項を実施したもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 委託医療機関については 

   「1か月児健康診査委託医療機関一覧」 

   をご参考ください。 

※2 「1か月児健康診査票【受診券】」は個別に 

通知をしております。届いていない場合は 

   こども家庭センターまで、お問い合わせく 

  ださい。 

 

 

 

＜問合せ＞ 越谷市こども家庭センター 場所：越谷市役所第二庁舎２階 

       母子保健担当 電話：048-963-9179（直通） 

令和 6年 9月 30 日以前 

1か月児健康診査の受診日はいつですか？ 

令和 6年 10 月 1 日以降 

1か月児健康診査の費用助成の手続きが必要です 

【申請方法】（令和 6年 10月 1日より申請受付） 

原則、電子申請による申請 

【必要書類】 

➢母子健康手帳の該当ページの写し（出生届出済

証明（P1）・検査の記録（P18）・早期新生児期

【生後 1週間以内】の経過（P17）・1か月児健

康診査（P23） 

➣医療機関が発行する領収書・明細書等（原本） 

➣保護者名義の振込先の口座情報が分かるもの

（通帳やキャッシュカード）の写し 

【申請期間】 

対象のお子さんの 1歳の誕生日の前日まで 

委託医療機関（※１）で受診 委託医療機関（※1）以外で受診 

1 か月児健康診査票【受診券】（※2）を記入し 

母子健康手帳とともに医療機関に持参し 

受診してください。 

①1 か月児健康診査票【受診券】を記入し、母子健康手帳とと

もに医療機関等に持参し受診。 

  ※1か月児健康診査票【受診券】を医療機関に提出し、受診

結果等必要事項の記載を依頼してください。 

②健康診査受診後、費用助成の手続きを行います。 

【申請方法】（令和 6年 10月 1日より申請受付） 

原則、窓口申請 

 【申請窓口】こども家庭センター 

【必要書類】 

➢1か月児健康診査助成金交付申請書兼請求書 

➢1か月児健康診査票【受診券】の原本 

  ※医療機関等から受診結果の記載を受けたもの 

➢医療機関が発行する領収書・明細書等（原本） 

➢保護者名義の振込先の口座情報が分かるもの（通帳やキャ

ッシュカード）の写し 

【申請期間】 

対象のお子さんの 1歳の誕生日の前日まで 


